
 

平成２９年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No １６ 府 省 庁 名  国土交通省             

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（   ） 

要望 

項目名 

東日本大震災により被災したため従前と異なる場所に鉄道路線が移設される場合における用地取得に係る特

例措置の延長 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

 

・特例措置の内容 

東日本大震災により被災したため従前と異なる場所に鉄道路線が移設される場合に係る用地取得の不

動産取得税の課税標準に対する特例措置 

 

関係条文 

地方税法附則第５１条の２第２項、４項 

地方税法施行令附則第３１条の２第１項、２項、４項 

地方税法施行規則附則２２条の４第２項 

減収 

見込額 

［初年度］   － （ ▲１７ ）  ［平年度］   － （ ▲１７ ） 

［改正増減収額］  －                            （単位：百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的 

まちづくりや産業の振興と一体となった鉄道の復旧等により災害に強い交通・物流網を構築する。 

 

（２）施策の必要性 

「東日本大震災復興基本法（平成 23 年法律第 76 号）」に基づく、「東日本大震災からの復興の基本方針

（平成23 年８月11 日改定）」においては、鉄道の復旧・復興について、被災状況や地形等の地域の特性に

応じ、既存施設を有効に活用しつつ、まちづくりや産業の振興と一体となった鉄道の復旧等により災害に強

い交通・物流網を構築することとされている。 

 

今般の東日本大震災では、津波により、特に海岸部の鉄道路線が壊滅的な被害を受けており、当該施設の

復旧には新たに鉄道路線を建設するのと同規模の費用負担となる場合もある。 

 

このような中、被災市町村が策定する復興まちづくり計画に従い、従前と異なる場所に新たに用地を取得

して鉄道施設を移設する場合には、費用負担が更に著しく増加するものと見込まれることから、これら鉄道

路線の復旧・復興を円滑に進めるため、鉄道用地の取得に係る税制上の支援措置が必要不可欠である。 

本要望に 

対応する 

縮減案 

－ 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

 

政策目標５  安全で安心できる交通の確保、治安・生活安全の確保 

施策目標１４ 公共交通の安全確保・鉄道の安全性向上、ハイジャック・航空機テロ防止を

推進する 

政策の 

達成目標 

常磐線：平成２９年度末までに用地取得及び登記等を完了させる。 

 

仙石線：平成２９年度末までに東松島市との売買協議等を成立し登記等を完了させる。 

※仙石線は平成２７年５月３０日に全線再開済み。 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

１年間（平成２９年度） 

同上の期間中

の達成目標 

常磐線：平成２９年度末までに用地取得及び登記等を完了させる。（平成２７年度末で９７．

７％の用地取得済）（平成２８年１２月１０日に運行再開予定） 

 

仙石線：平成２９年度末までに東松島市との売買協議等を成立し登記等を完了する。 

政策目標の 

達成状況 

常磐線：平成２７年度末で９７．７％の用地を取得済 

 

仙石線：東松島市が用地取得済 

平成２９年度末までに東松島市との売買契約等を一括して完了する予定 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

１件 

 東日本旅客鉄道株式会社 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

不動産取得税の課税標準に対する特例措置を講じることにより、初期負担が軽減されること

で鉄道路線の復旧・復興が円滑に行われ、被災地の復興まちづくり計画に基づく事業が促進さ

れることが期待される。 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

東日本大震災により被災したため従前と異なる場所に鉄道路線が移設される場合における用

地取得に係る特例措置（登録免許税） 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

－ 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

－ 

要望の措置の 

妥当性 

本特例措置は、復旧を行う事業者に対して初期負担の軽減を図ることで復旧事業の円滑な実

施を図るものであり、政策目的を実現する手段として妥当である。 

また、税制上の特例措置の対象となる土地の範囲については、東日本大震災により被災した

ため沿線自治体の復興まちづくり計画にあわせて、従前と異なる場所に鉄道路線が移設される

場合において取得する土地に限定しているところである。 

以上のことから、政策目的に照らして、適切かつ必要最小限の措置であるといえる。 

ページ 16-2 

 



 
 

税負担軽減措置等の 

適用実績 

東日本旅客鉄道株式会社 

平成２５年度実績    ０  百万円 

平成２６年度実績    ０  百万円 

平成２７年度実績    ０  百万円 

 

※現在、地方税法第十七条の五に基づき、課税庁の判断で不動産取得税の決定が留保されて

いるため、適用実績が発生していない。 

 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

－ 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

不動産取得税の課税標準に対する特例措置を講じることにより、初期負担が軽減されること

で鉄道路線の復旧・復興が円滑に行われ、被災地の復興まちづくり計画に基づく事業が促進さ

れることが図られている。 

 

前回要望時の 

達成目標 

まちづくりや産業の振興と一体となった鉄道の復旧等により災害に強い交通・物流網を構築

する。 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

常磐線：平成２７年度末で９７．７％の用地を取得済 

 

仙石線：東松島市が用地取得済 

平成２９年度末までに東松島市との売買契約等を一括して完了する予定 

これまでの要望経緯 

平成２４年度税制改正要望（新設） 
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